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昨年後半からアメリカの経済問題（サブプライムローン、リーマン・ブラザーズ）に影響し
て『世界に誇るトヨタがなんと1,500億円の赤字を出す。』との報道がされて大騒ぎとなりまし
た。１円の円高で、トヨタは400億円もの損失が出る事は、我々では想像がつかない出来事です。
そんなニュースの後、平成20年第５回土岐市議会定例会が、11月27日（木）～12月19日（金）
までの23日間開催されました。提出議案は予算関係４件、他31件の合計35件でした。このよう
な景気の中、当市の財政も苦しいですが、景気対策として「緊急経済対策資金信用保証料助成
金」の議案を可決致しました。詳細については、商工観光課にお問い合わせ下さい。
大野市長の年頭の挨拶では「今まで準備してきた新土岐津線事業着手、小中学校の耐震化な
どを進めたい」と述べられていました。この一年、市民・議会・行政がお互いに知恵を出し合
い、新しい土岐をつくりましょう。
『議会だより』を通して、市民の皆様の市政への関心が一層深まれば幸いです。
本年もよろしくお願い申し上げます。 （文責　松浦勝男）
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全国の自治体病院は、地域医療の中核を担っている。しかしその多くが赤字決算であり、近年その経営状況は急速に悪

化している。その主な要因は、第一として近年連続して実施された診療報酬の引き下げや社会保険制度の改定による患者

数の減少等が影響して医業収入が減ったこと。第二として医師総数の抑制や研修医制度の改定により医師の引き揚げや大

都市への集中化という現象を引き起こし、自治体病院の医師不足による診療科の休止や廃止につながっていること。第三

として上記に掲げた状況にもかかわらず、救急医療や僻地医療等の不採算部門を含めた地域中核医療体制は維持・存続し

なければならず、そのための経費は増加していること等があげられる。

このように地方の自治体病院の経営を取り巻く状況は、非常に厳しく存続の危機にまで至っており、廃止された病院も

出ている。

本市の総合病院も例外ではなく、医師不足による産科の休止や診療科の縮小を余儀なくされており、また、救急医療体

制の確保も困難な状況となっている。

その影響により患者数も減少の一途であり、医業収入の減少という結果となっている。本市では、県および近隣自治体

と連携して医師奨学金制度の実施や病院経営における経費削減を実施し、懸命な努力を積み重ねて来ている。

このような状況下、国は、地方公共団体に「公立病院改革プラン」の策定を平成20年度内に求めており、総務省の示し

た「公立病院改革ガイドライン」は、本来自治体病院がかかえている根本的問題の解決方向ではなく、むしろ中核的地域

医療を切り捨てようとする方向と感じられる。

よって、国においては、地方自治体が安全・安心な医療を確実に提供できるようにするため、自治体病院の果たす役割

と存続可能な施策を実施するとともに医療に関する制度の改善について下記事項の措置を講ずるよう強く要望する。

記

１．産科を中心とする医師不足解消と医師の偏在解消のため、地域の実情に応じた医師が確保できるよう必要な施策を

実施すること。

２．地方の自治体病院の医師不足解消のため、医師に対して一定期間地域医療に従事するような制度を設けること。

３．医師不足と不採算診療部門が解消出来るよう診療報酬を見直しすること。

４．出産や育児による医師等の離職を防止するとともに、復職を促すための制度を確立し、必要な法改正を行うこと。

５．医療に関する社会保障制度を改善するとともに住民が安心して治療が受けられるよう必要な法改正を行うこと。

６．自治体病院の果たす役割を重視し、病院存続と地域の中核的医療が確保出来るよう、経営安定化のための財政支援

措置を行うこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

自治体病院の存続可能な施策及び医療に関する制度の改善を求める意見書


